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受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会 
開催要綱 

 
１．目 的 

受動喫煙については、喫煙習慣を持たない者にとって不快と感じられるだけ

でなく、肺がん、循環器疾患等の危険性を増大させることが明らかになってい

ることから、健康増進法、健康日本２１等に基づき、受動喫煙防止対策を推進

している。こうした取組により、公共の場及び職場における分煙に対する取組

は増加しているものの、健康日本２１の中間評価報告書において、あらゆる受

動喫煙場面における非喫煙者を保護するための環境づくりの必要性が指摘され

た。さらに、平成１９年７月、たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約第

２回締約国会議において、「たばこの煙にさらされることからの保護に関するガ

イドライン」が採択されたこと等を踏まえ、我が国における受動喫煙防止対策

をより一層推進するための方策について、厚生労働省健康局長の下、有識者の

参集を求め、所要の検討を行う。 
 
２．検討事項 

（１）効果的な受動喫煙防止対策について 
（２）受動喫煙防止対策を普及するための方策について 
（３）その他 
 
３．検討会参集者 

 別紙参照 
 
４．その他 

（１）検討会に座長を置くものとする。 
（２）健康局長は、必要に応じ、その他学識経験者等の参集を求めることがで

きる。 
（３）検討会の庶務は、厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室が行う。 
（４）本要綱に定めるもののほか、その他検討会の運営に関して必要な事項は、

検討会において定める。 
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